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定款の一部変更に関するお知らせ 

当社は、2026年2月24日開催の取締役会において、2026年3月27日開催予定の第17期定時株主総会（以

下「本株主総会」といいます。）に定款の一部変更に関する議案を付議することを決議いたしましたの

で、以下のとおりお知らせします。 

記 

1. 変更の目的

当社における事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、当社現行定款第 2 条（目的）に

事業目的を追加するとともに、全般にわたり規定の移動、削除及び表現の修正を行うものです。

（1） 主な追加項目

当社における事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、主に以下の目的を追加するもの

です。 

① 健康管理支援並びに情報の収集、分析、処理及び提供サービスに関するコンサルティン

グ（変更案第 2 条第 2 号）

② 医療機器、医療用品、健康機器等の製造、製造販売、販売、貸与、修理及び輸出入（変

更案第 2 条第 3 号）※

※現行定款第 16 号の「医療機器、医療用品、健康機器等の販売」を拡充するものです。

③ ビジネスプロセスアウトソーシング業務（変更案第 2 条第 6 号）

（2） 各項目の統合・整理

創業以来追加・修正を重ねてきた各項目について、重複する項目の統合・整理及び当社の事業実

態を踏まえた順序の再構成を行うものです。 

2. 変更の内容

（下線は変更部分を示しております。） 

現行定款 変更案 

第 2条（目的） 
当会社は、次の事業を行うことを目的とす
る。 

（新設） 

１．情報収集、情報処理、情報提供に関する
サービス

（新設） 

第 2条（目的） 
当会社は、次の事業を行うことを目的とす
る。 
１．ソフトウェア、コンピューターシステム
並びにコンピューター及びその周辺機器の企
画、開発、販売、保守、賃貸及び輸出入並び
に電気通信事業 
２．医療・ヘルスケアに関する情報を含む各
種情報の収集、分析、処理及び提供サービ
ス、健康管理支援並びにこれらに関するコン
サルティング
３．医療機器、医療用品、健康機器等の製
造、製造販売、販売、貸与、修理及び輸出入 



 

 

現行定款 変更案 
  

２．企業の人材採用を支援するサービス 
 
 
３．有料職業紹介事業 
４．労働者派遣事業 
５．医療、介護、保育等の人材育成のための
教育研修事業 

（新設） 
 
 

 
６．電気通信事業 
７．企業の買収、合併、会社分割、株式交
換・移転、資本・業務提携、営業権・有価証
券の譲渡等に関する企画立案、仲介及び斡旋
事業 
８．投資事業 
９．販売活動、販売促進活動に関するコンサ
ルティング 
10．コスト削減に関するコンサルティング 
11．不動産の売買、賃貸借、仲介、運用及び
鑑定業 
12．広告、宣伝に関する企画、制作及び広告
代理業 
13．各種マーケティングに関する業務、コン
サルティング業 
14．コンピューターシステムの設計、開発、
分析、インターネットに関するコンサルティ
ング 
15．コンピューター、その周辺機器・関連機
器及びそのソフトウェアの企画、開発、設
計、技術指導、販売、賃貸並びに輸出入業務 
16．医療機器、医療用品、健康機器等の販売 
17．ＣＤ、ＤＶＤ､ミュージックテープ、ビデ
オ等の原盤の企画・制作・販売 
18．書籍・雑誌その他印刷物及び電子出版物
の企画、制作及び販売 
19．通信販売業 
20．集金代行業 
21．各種事業を営む会社及び外国会社の株式
又は持分を取得、所有することによる当該会
社の事業活動の支配及び管理 
22. 前各号に附帯する一切の事業 

４．ソフトウェアを利用した人材採用支援サ
ービス並びに有料職業紹介事業及び労働者派
遣事業 
（変更案第 2条第 4号に統合のため削除） 
（変更案第 2条第 4号に統合のため削除） 

５．ソフトウェアを利用した医療、介護、保
育等の人材育成のための教育研修事業 
６．広告、宣伝、販売支援その他の各種マー
ケティングに関する業務、ビジネスプロセス
アウトソーシング業務、集金代行及び企業の
経営合理化に関するコンサルティング 
（変更案第 2条第 1号に統合のため削除） 

７．企業の買収、資本・業務提携及び合併等
の組織再編に関する企画立案、仲介及び斡旋
事業並びに投資事業 
 
（変更案第 2条第 7号に統合のため削除） 
（変更案第 2条第 6号に統合のため削除） 

 
（変更案第 2条第 6号に統合のため削除） 

（削除） 
 

（変更案第 2条第 6号に統合のため削除） 
 

（変更案第 2条第 6号に統合のため削除） 
 

（変更案第 2条第 1号・第 2号に統合のため
削除） 
 

（変更案第 2条第 1号に統合のため削除） 
 
 

（変更案第 2条第 3号に移設のため削除） 
（削除） 

 
（削除） 

 
（削除） 

（変更案第 2条第 6号に統合のため削除） 
８．各種事業を営む会社及び外国会社の株式
又は持分を取得、所有することによる当該会
社の事業活動の支配及び管理 
９．前各号に附帯又は関連する一切の事業 
 

 

3. 変更の日程 

定款変更のための本株主総会開催予定日   2026 年 3 月 27 日（金） 

定款変更の効力発生予定日         2026 年 3 月 27 日（金） 

 

以上 


